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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規則は、社会福祉法人栄村社会福祉協議会（以下「本会」という。）の臨時 

職員の就業及び労働条件に関し必要な事項を定めるものである。 

２ この規則に定めない事項については、労働基準法その他の関係法令の定めるところに 

よる。 

（定義） 

第２条 この規則において臨時職員とは、所定の手続きを経て本会に採用された者で、正

規職員に比して短い勤務時間で労働契約を締結した者をいう。 

（規則の遵守） 

第３条 本会及び臨時職員は、この規則を守り、お互いに協力して業務の運営に当たらな 

 ければならない。 

 

第２章 採用 

（採用の方法） 

第４条 本会は、臨時職員の採用に当たっては、就職希望者のうちから選考して採用す 

る。 

 （採用時の提出書類） 



第５条 本会に採用された者は、次の種類を採用日から７日以内に提出しなければなら 

 ない。 

(1) 履歴書（直近３カ月以内の写真添付） 

(2) 住民票記載事項の証明書 

(3) 資格証明書等の写し 

(4) 前職者にあっては、年金手帳及び雇用保険被保険証 

(5)  健康診断書 

(6) その他本会が指定するもの 

２ 前項の規定により提出された書類の記載事項に変更が生じたときは、その都度速やか 

に事務局長に届出なければならない。 

（雇用期間等） 

第６条 臨時職員の雇用契約の期間（以下「雇用期間」という。）は１年以内とし、雇用

契約の際にその期間を定める。なお、本会の業務の必要に応じて雇用契約を更新するこ

とができる。 

２ 第８条に規定する労働条件を明示した書面に雇用契約を更新する場合がある旨をあら

かじめ明示していた臨時職員の雇用契約を更新しない場合は、少なくとも雇用契約が満

了する日の 30 日前までに予告する。 

３ 当該契約について更新する場合又はしない場合の判断基準は、次のとおりとする。 

(1)  雇用期間満了時の業務量 

(2) 当該臨時職員の勤務成績及び勤務態度 

(3) 当該臨時職員の勤労意欲及び職務遂行能力 

(4) 本会の経営状況 

(5) 従事している業務の進捗状況 

 （試用期間） 

第６条の２ 新たに臨時職員として採用した者については、採用の日から１カ月を試用期 

 間とする。ただし、事情により試用期間を短縮し、又は延長することがある。 

２ 試用期間中又は試用期間満了の時点で、本人の勤務状況、態度、健康その他を審査し 

 臨時職員として不適格と認めた者は、第 35 条の規定により解雇することができる。 

３ 試用期間は、勤務年数に通算する。 

 （無期雇用契約への転換） 

第７条 期間の定めのある雇用契約（以下「有期雇用契約」という。）で雇用する臨時職 

員のうち、通算雇用期間が５年を超える臨時職員は、様式１号で申し込むことにより、 

現在締結している有期雇用契約の期間の末日の翌日から、期間の定めのない雇用契約 

（以下「無期雇用契約」）での雇用に転換することができる。 

２ 前項の通算雇用期間は、平成 25 年４月１日以降に開始する有期雇用契約の契約期間を

通算するものとし、現在締結している有期雇用契約については、その末日までの期間と

する。ただし、雇用契約が締結されていない期間が連続して６カ月以上ある臨時職員は 



当該雇用契約が締結されていない期間以前の雇用期間は通算契約期間に含めない。 

３ この規則に定める労働条件は、雇用期間に関する規定を除き、第１項の規定により無 

期雇用契約での雇用に転換した後も引き続き適用する。 

４ 無期雇用契約での雇用に転換した臨時職員のうち、満 65 歳以下の臨時職員については

第 34 条第１項、満 60 歳以下の臨時職員については同条第２項の規定を準用する。 

（労働条件の明示） 

第８条 本会は、臨時職員の採用に際しては、労働条件通知書及び本規則の写しを交付し 

て、次の各号に掲げる労働条件を明示する。 

(1) 労働契約の期間 

(2) 臨時職員の労働契約に雇用期間の定めがあるときは、当該契約の更新の有無及び 

  更新がある場合におけるその判断基準 

(3) 就業の場所及び従事する業務 

(4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日及び休暇 

(5) 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切日及び支払いの時期並びに昇給 

  及び降給 

(6) 定年、退職となる事由、退職の手続き、解雇の事由及び解雇の手続き 

(7) 昇給の有無 

(8) 退職金の有無 

(9) 賞与の有無 

(10) 雇用管理に関する相談窓口 

 

第３章 服務 

 （服務） 

第９条 臨時職員は、業務の正常な運営を図るため、本会の指示命令を守り、誠実に服務 

を遂行するとともに、次の各事項をよく守り、職場の秩序の保持に努めなければなら 

ない。 

(1)  勤務中は職務に専念し、みだりに勤務場所を離れないこと。 

(2) 許可なく職務以外の目的で本会の施設、物品等を使用しないこと。 

(3) 職務を利用して自己の利益を図り、また不正な行為を行わないこと。 

(4) 本会の名誉並びに信用を傷つける行為をしないこと。 

(5)  本会、サービス対象者等の機密事項を漏らさないこと。 

(6) その他、本会の職員としてふさわしくない行為を行わないこと。 

 （秘密保持義務） 

第 10 条 臨時職員は、在職中及び退職後において、本会の秘密情報につき、厳に秘密と 

 して保持し、本会の事前の許可なく、いかなる方法をもってしても、開示、漏洩又は 

 使用してはならない。 

２ 臨時職員は、前項の秘密情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係 



 のない情報を不正に取得してはならない。 

３ 臨時職員は、職場若しくは職種の異動又は退職その他本会の指示があった場合、自ら 

 が管理していた第１項の秘密情報に関するデータ・情報書類等（その複製物、被写物、 

 印刷物、電子媒体を含む）を、本会の指示に従い速やかに破棄、消去又は返却しなけれ 

 ばならない。 

 （副業・兼業） 

第 11 条 臨時職員は、勤務時間外において、他の法人等の業務に従事することができる。 

２ 臨時職員は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に本会に所定の届出を行うも 

 のとする。 

３ 第１項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合、若しくは 

 想定される場合には、本会はこれを禁止又は制限することができる。 

 (1)  労務提供上の支障がある場合 

 (2)  本会の秘密情報が漏洩する場合 

 (3) 本会の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合 

 (4)  競業により本会の利益を害する場合 

 （パワーハラスメントの禁止） 

第 12 条 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にした、業務の適正な範囲 

 を超える言動により、他の労働者に精神的・身体的な苦痛を与え、又は就業環境を害す 

 ることをしてはならない。 

 （セクシュアルハラスメントの禁止） 

第 13 条 性的言動により、他の労働者に不利益や不快感を与え、又は就業環境を害する 

 ことをしてはならない。 

 （妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止） 

第 14 条 妊娠・出産等に関する言動及び妊娠・出産・育児・介護等に関する制度又は措置 

 の利用に関する言動により、他の労働者の就業環境を害することをしてはならない。 

 （その他あらゆるハラスメントの禁止） 

第 15 条 前３条までに規定するもののほか、性的指向・性自認に関する言動によるものな 

 ど職場におけるあらゆるハラスメントにより、他の労働者の就業環境を害することをし 

 てはならない。 

 （始業及び終業時刻の記録） 

第 16 条 臨時職員は、始業及び終業時に本会の設ける勤怠管理システムで自ら打刻し、 

 始業及び終業の時刻を記録しなければならない。 

 

第４章 労働時間、休憩及び休日 

 （労働時間） 

第 17 条 臨時職員の所定労働日、始業時刻、終業時刻、休憩時間及び休日は、個別の労働 

契約により定める。 



２ 本会は、業務の都合その他やむを得ない事情により、始業時刻、終業時刻又は休憩 

 時間を変更することがある。 

３ 本会は、業務の都合その他やむを得ない事情により、あらかじめ休日を他の日と振り 

替えることができる。 

（１カ月単位の変形労働時間制） 

第 18 条 前条にかかわらず１カ月単位の変形労働時間制を適用する臨時職員の所定労働 

 時間は、毎月１日を起算日とする１カ月毎に平均して、１週間当たり３７時間３０分 

以内とする。 

２ 前項における臨時職員の始業時刻、終業時刻及び休憩時間は、本会が毎月１日までに 

作成し各臨時職員に周知する勤務シフト表によるものとする。 

（休憩時間） 

第 19 条 休憩時間は、個別の労働契約により定める。ただし、業務の運営上必要と認めた 

場合には、これを繰り上げ、又は繰り下げる場合がある。 

２ 前項にかかわらず１カ月単位の変形労働時間制を適用する臨時職員の休憩時間は、勤 

 務シフト表によるものとする。 

（休日） 

第 20 条 休日は、個別の「労働条件通知書」で示す。 

２ シフト制による勤務する臨時職員の休日は、第 18 条で定める勤務シフト表において定 

める。 

３ 勤務シフト表で定める休日は、少なくても１週間に１日の休日が確保できる範囲で定 

める。 

４ 勤務シフト表で定める休日は、原則として他の労働日と振り替えることはできない。 

 ただし、やむを得ない事由があり、勤務シフト表の調整が可能である場合は、できる限 

 り同一週内の日を指定して振り替えるものとする。 

 （時間外、深夜及び休日の勤務） 

第 21 条 本会は、業務の都合その他必要があるときは、時間外、深夜（午後 10 時から 

午前５時までの間。以下同じ）及び休日に勤務をさせることがある。ただし、その場合 

には、労働基準法第 36 条に基づく労使協定の範囲内とする。 

 

第５章 休暇等  

（年次休暇） 

第 22 条 各年次ごとに所定労働日の８割以上出勤した臨時職員で、週所定労働時間が 30

時間以上の者及び週所定労働日数が４日、又は年間所定労働日数が 216 日を超える者に

対しては、別表第１のとおり勤続年数に応じた日数の年次休暇を与える。 

２ 各年次ごとに所定労働日の８割以上出勤した臨時職員で、前項に該当しない者のうち 

 週所定労働時間が 30 時間未満であり、週所定労働日数が４日以下、又は年間所定労働 

日数が 216 日以下の者に対しては、別表第２のとおり勤続年数に応じた日数の年次休 



暇を与える。 

３ 臨時職員は、年次休暇を取得しようとするときは、あらかじめ時季を指定して請求す 

 るものとする。ただし、本会は、事業の正常な運営に支障があるときは、臨時職員の指

定した時季の変更を求めることがある。 

４ 年次休暇の単位は、１日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、１時

間を単位とすることができる。 

５ １時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日１日当たりの勤務

時間をもって１日とする。 

６ 年次休暇は、20 日を限度として、次の１年間に繰り越すことができる。 

７ 年次休暇を取得しようとするときは、所定の用紙によりその期日を指定し事前に届け 

出るものとする。 

 （特別休暇） 

第 23 条 臨時職員に別表第３の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げ

る期間の有給の休暇を与える。 

２ 臨時職員に別表第４の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期

間の無給の休暇を与える。 

 （介護休暇） 

第 24 条 要介護状態にある家族を介護する臨時職員は、介護を必要とする家族１人につき

延べ 93 日間までの範囲内で３回を上限として介護休暇を取得することができる。ただし

次の職員はこの限りではない。 

⑴  入社１年未満の臨時職員 

⑵  申出の日から 93 日以内に雇用関係が終了することが明らかな臨時職員 

⑶  １週間の所定労働日数が２日以下の臨時職員 

２ 前項の要介護状態にある家族とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害に

より、２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。 

⑴  配偶者 

⑵  父母 

⑶  配偶者の父母 

⑷  祖父母、兄弟姉妹または孫 

⑸  上記以外の家族で本会が認めた者 

３ 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。 

 （介護時間） 

第 25 条 臨時職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする 

一の継続する状態ごとに、連続する３年の期間内において１日の勤務時間の一部につき 

勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇を取得することができる。 

ただし、次の職員はこの限りではない。 

⑴  １週間の所定勤務日数が２日以下又は週以外で勤務日が定められ１年間の勤務日が 



121 日未満であり、かつ、１日の勤務時間が６時間 15 分以下の臨時職員 

⑵  入社１年未満の臨時職員 

２ 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において１日につき２時間を超えない範囲 

 以内で必要と認められる時間とする。 

 （休暇の承認等） 

第 26 条 特別休暇（別表第４の第１号及び第２号を除く。）の承認及び休暇の請求等の 

手続については、正規職員の例による。 

 

第６章 賃金 

 （賃金等） 

第 27 条 臨時職員の賃金等は、次のとおりとする。 

２ 基本給は、栄村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年栄村条 

例第 23 号。以下「条例」という。）、栄村フルタイム会計年度任用職員の級及び号俸の 

決定に関する規則（令和２年栄村規則第６号。）及び栄村パートタイム会計年度任用職 

員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する規則（令和２年栄村規則第７号。）の規定を 

準用する。 

３ 時間外勤務手当及び休日勤務手当の算出方法、支給に関する事項は、条例第 16 条から 

第 18 条の規定を準用する。 

 （賞与） 

第 28 条 賞与の算出方法、支給に関する事項は、条例第 19 条の規定を準用する。 

 （賃金の支給） 

第 29 条 賃金の支給は、条例第 20 条の規定を準用する。 

２ 次に掲げるものは賃金から控除するものとする。 

(1)  源泉所得税 

(2) 住民税 

(3) 雇用保険及び社会保険の被保険者については、その保険料の被保険者の負担分 

(4) 臨時職員の過半数を代表する者との書面による協定により控除することとしたもの 

 （通勤手当） 

第 30 条 通勤手当の算出方法、支給に関する事項は、条例第 25 条の規定を準用する。 

 （旅行命令） 

第 31 条 臨時職員が業務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用 

弁償を支給する。 

２ 旅行に係る費用弁償の額は、条例第 26 条第２項の規定を準用する。 

 

 （退職金） 

第 32 条 退職金は、支給しない。 

 



第７章 退職、定年及び解雇 

 （退職） 

第 33 条 臨時職員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。 

(1)  労働契約に期間の定めがあり、かつ、労働条件通知書にその契約の更新がない旨 

あらかじめ示されている場合は、その期間が満了したとき。 

(2)  本人の都合により退職を申し出て本会が認めたとき。なお、本人より退職の申し出 

をする場合、原則として１カ月前までに事務局長に退職願いを提出しなければならな 

い。 

(3)  本人が死亡したとき。 

(4) 休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき、又は復職しないとき。 

(定年) 

第 34 条 臨時職員のうち訪問介護員及び通所介護部門（准看護師、看護師）の定年は満

65 歳とし、退職日は、定年に達した日直後の年度の末日とするが、引き続き勤務を希望

し、前条に規定する退職事由又は次条第１項に規定する解雇事由に該当しない場合は、

定年退職日の翌日から満 70 歳に達した日直後の年度の末日までの間、１年契約の更新制

により再雇用する。 

２ 前項以外の臨時職員の定年は満 60 歳とし、退職日は、定年に達した日直後の年度の末

日とするが、引き続き勤務を希望し、前項の規定と同様の場合は、定年退職日の翌日か

ら満 65 歳に達した日直後の年度の末日まで間、１年契約の更新制により再雇用するもの

とする。 

 （解雇） 

第 35 条 臨時職員が次のいずれかに該当するときは、解雇する。この場合において、少な 

くとも 30 日前に予告するか又は予告に代えて平均賃金の 30 日分以上の解雇予告手当を 

支払う。 

(1)  勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換 

   できない等、就業に適さないと認められたとき。 

(2)  身体又は精神に障害がある場合で、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮して 

   もなお業務に耐えられないと認められたとき。 

(3)  事業の運営上やむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情 

   により、事業の継続が困難となったとき又は事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行 

   う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき。 

(4)  その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。 

２ 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮する。 

３ 臨時職員が、解雇の予告がされた日から退職の日までの間に当該解雇の理由について 

証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。 

 

   第８章 福利厚生等 



（福利厚生） 

第 36 条 本会は、福利厚生施設の利用等福利厚生については、正規職員と同様の取り扱 

 いをする。 

 （雇用保険等） 

第 37 条 本会は、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の被保険者に該当する臨時職員 

 については、必要な手続きをとる。 

 （教育訓練の実施） 

第 38 条 本会は、正規職員に実施する教育訓練で当該職員が従事する職務の遂行に必要 

 な能力を付与するものについては、職務内容が同一の臨時職員に対して、正規職員と 

 同様に実施する。 

 

第９章 安全衛生及び災害補償 

 （安全衛生の確保） 

第 39 条 本会は、臨時職員の作業環境の改善を図り安全衛生教育、健康診断の実施その他 

必要な措置を講ずる。 

２ 臨時職員は、安全衛生に関する法律、規則並びに本会の指示を守り、本会と協力して 

労働災害の防止に努めなければならない。 

 （健康診断） 

第 40 条 引き続き１年以上使用され、又は使用することが予定されている臨時職員に対し 

 て、毎年定期に健康診断を行う。 

 （安全衛生教育） 

第 41 条 臨時職員に対し、採用の際及び配置換え等により作業内容を変更した際には、必 

 要な安全衛生教育を行う。 

 （災害補償） 

第 42 条 臨時職員が業務上の事由若しくは通勤により負傷し、疾病にかかり又は死亡した 

場合は、労働者災害補償保険法に定める保険給付を受けるものとする。 

２ 臨時職員が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業する場合の最初の３日間に 

ついては、本会は平均賃金の 100％の休業補償を行う。 

（ストレスチェックの実施） 

第 43 条 臨時職員に対しては、毎年１回、定期に医師、保健師等による心理的な負担の程 

 度を把握するためのストレスチェックを行う。 

２ 前項のストレスチェックの結果、ストレスが高く、面接指導が必要であると医師、保 

健師等が認めた臨時職員に対し、その者の申し出により医師の面接指導を行う。 

  

第 10 章 表彰及び懲戒 

 （表彰） 

第 44 条 本会は、臨時職員が次のいずれかに該当する場合は、表彰をすることがある。 



(1)  永年にわたって誠実に勤続し、その成績が優秀で他の模範となったとき 

(2)  業務上有益な創意工夫、改善を行い、本会の運営に貢献したしたとき 

(3)  事故、災害等を未然に防ぎ、又は非常事態に際し適切に対応し、被害を最小限に 

  とどめるなど特に功労があったとき 

(4)  社会的功績があり、本会及び臨時職員の名誉となったとき 

(5)  前各号に準ずる善行又は功労のあったとき 

２ 表彰は、賞状を付して行う。 

（懲戒の種類） 

第 45 条 本会は、その情状に応じ次の区分により懲戒を行う。 

(1)  けん責 始末書を提出させ将来を戒める。 

(2)  減給 始末書を提出させ減給する。ただし、減給は１回の額が平均賃金の１日分の 

５割（２分の１）を超え、総額が１賃金支払期間における総額の１割（10 分の１） 

を超えることはない。 

(3)  出勤停止 始末書を提出させるほか、30 日間を限度として出勤を停止し、その間 

の賃金は支給しない。 

(4)  懲戒解雇 即時に解雇する。 

 （懲戒の事由） 

第 46 条 臨時職員が次のいずれかに該当するときは、けん責、減給又は出勤停止とする。 

(1)  正当な理由なく無断欠勤が７日以上におよんだとき 

(2)  正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をするなど勤務に熱心でないとき 

(3)  過失により本会に損害を与えたとき 

(4)  素行不良で本会の秩序又は風紀を乱したとき 

(5)  本会内において、性的な言動によって他人に不快な思いをさせたり、職場の環境 

   を悪くしたとき 

(6)  本会内において、性的な関心を示したり、性的な行為をしかけたりして、他の 

   職員の業務に支障を与えたとき 

(7)  本会内において、妊娠、出産、育児休業・介護休業に関する言動により、部下や 

   同僚の就業環境を害したとき 

(8)  その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不適切な行為があったとき 

２ 臨時職員が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。 

(1)  正当な理由なく無断欠勤が 30 日以上に及び、出勤の督促に応じないとき 

(2)  正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退を繰り返し、３回にわたって注意を受け 

ても改めなかったとき 

(3)  本会における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、又はこれら 

   の行為が本会外で行われた場合であっても、それが著しく本会の名誉若しくは信用を 

   傷つけたとき 

 (4)  故意又は重大な過失により本会に重大な損害を与えたとき 



(5)  素行不良で著しく本会の秩序又は風紀を乱したとき 

(6)  職責を利用して交際を強要したり、性的な関係を強要したとき 

(7)  前項第７号における行為が、再度に及んだ者又はその情状が悪質と認められたとき 

(8)  重大な経歴詐称をしたとき 

(9)  その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不適切な行為があったとき 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

（社会福祉法人栄村社会福祉協議会非常勤職員等就業規則の廃止） 

２ 社会福祉法人栄村社会福祉協議会非常勤職員等就業規則（平成 23 年栄村社会福祉協議 

 会規則第１号）は、廃止する。 

   附 則（令和４年３月 23 日規則第 1 号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


